
利根川水系砂防事務所の災害時
応急対策業務に関する協定締結式

利根川水系砂防事務所では、同事務所管内において近年多発する火山噴火や

土砂災害等に備え、被害の拡大防止、被災施設の早期復旧を図るため、事前に
協力していだだく建設業者を公募し、審査により選定された２４社（群馬県内１８社、
長野県６社）と災害時応急対策業務に関する協定の締結式を平成30年3月20日
(火)に実施しました。

災害対策協定締結会社との記念撮影


